
令和８年

大分県警察運営方針

県民とともに歩む力強い警察
～｢日本一安全な大分｣の実現に向けて～

業 務 目 標

◎ 刑 法 犯 認 知 件 数 過 去 最 少
◎ 特殊詐欺､SNS型投資･ロマンス詐欺被害件数過去最少
◎ 交 通 事 故 死 者 数 過 去 最 少
◎ 重 要 犯 罪 の 徹 底 検 挙

業 務 重 点

◎総 合 的 な 犯 罪 防 止 に 向 け た 各 種 対 策 の 推 進

◎こども･女性･高齢者等の安全確保と少年の非行防止及び保護対策の推進

◎交 通 死 亡 ・ 重 傷 事 故 の 抑 止

◎悪 質 ・ 重 要 犯 罪 等 の 徹 底 検 挙

◎匿名･流動型犯罪グループ及び暴力団等組織犯罪対策の推進

◎災害、テロ等緊急事態対策及び情勢に応じた警備諸対策の推進

◎社 会 情 勢 の 変 化 に 対 応 し た 組 織 運 営 の 推 進
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業 務 重 点 細 目

◎総 合 的 な 犯 罪 防 止 に 向 け た 各 種 対 策 の 推 進
○ 自転車盗等の県民に身近な犯罪防止対策の推進
○ 犯罪実行者募集、いわゆる闇バイト対策の推進
○ 県民を詐欺から守る総合対策の推進
○ 大分県安全・安心まちづくり条例等に基づくこどもの安全対策の推進
○ 自主防犯活動の充実・強化による安全・安心なまちづくりの推進
○ 犯罪の起きにくい社会づくりのための防犯環境の整備

◎こども･女性･高齢者等の安全確保と少年の非行防止及び保護対策の推進

○ ストーカー・ＤＶ・虐待事案等人身安全関連事案及びこども・女性に対する
声掛け事案等への迅速・的確・総合的な対応

○ 関係機関、少年警察ボランティア等と連携した少年の非行防止及び立ち直り支援活動の推進
○ 少年の福祉を害する犯罪の徹底検挙と児童の被害防止対策の推進

◎交 通 死 亡 ・ 重 傷 事 故 の 抑 止
○ 交通ルール遵守と交通マナー向上を図るための取組の推進
○ 高齢者とこどもを守る交通事故防止対策の推進
○ 飲酒運転等の悪質・危険な運転行為の根絶に向けた取組の推進
○ 交通事故抑止に資する交通指導取締りの推進
○ 交通実態を踏まえた交通安全施設等整備事業の推進
○ 運転者の危険性や特性に応じた効果的かつ着実な施策の推進

◎悪 質 ・ 重 要 犯 罪 等 の 徹 底 検 挙
○ 殺人、強盗等の重要犯罪及び重要窃盗犯の徹底検挙
○ 政治、行政及び経済をめぐる構造的不正の摘発
○ 総合的なサイバー事案対策の強化
○ 県民生活を脅かす生活経済事犯取締りの推進
○ 客観証拠を重視した捜査の推進
○ 適正捜査及び組織的な捜査管理の推進

◎匿名･流動型犯罪グループ及び暴力団等組織犯罪対策の推進
○ 匿名・流動型犯罪グループ及び暴力団等の取締りと犯罪収益の剝奪
○ 特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の徹底検挙
○ 行政、各種業界及び県民と連携した暴力団排除活動の推進
○ 薬物・銃器事犯取締りの推進
○ 国際組織犯罪対策の推進

◎災害、テロ等緊急事態対策及び情勢に応じた警備諸対策の推進
○ 大規模災害対策の推進
○ テロ行為等の未然防止対策の推進
○ 諸情勢に的確に対応した警衛・警護をはじめとする警備諸対策の推進
〇 経済安全保障の確保その他の対日有害活動対策の強化

◎社 会 情 勢 の 変 化 に 対 応 し た 組 織 運 営 の 推 進
○ 健康管理対策及び福利厚生施策の推進
○ 時間外勤務縮減及び各種休暇・休業の取得推進
○ 優秀な人材の確保及び育成
○ ＩＣＴを活用した業務の合理化・効率化の推進



策 定 趣 旨

県下の刑法犯認知件数及び交通事故発生件数は、県民や関係機関との協働

による各種取組等により、中長期的に減少傾向にある。

しかしながら、特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害は大きく増

加するとともに、自転車盗等の県民に身近な犯罪も後を絶たず、令和５年か

ら刑法犯認知件数は増加を続けているほか、殺人や強盗事件をはじめ、重要

凶悪事件に発展するおそれのあるストーカー・ＤＶ等の人身安全関連事案や

こども・女性に対する声掛け事案、悪質・危険な運転による交通事故が発生

するなど、県下の治安情勢は依然として厳しい状況にあるといえる。

また、近年増加傾向にあるサイバー犯罪や、匿名・流動型犯罪グループが

関与した凶悪事件に対処することが強く求められているほか、自転車の交通

反則通告制度開始に伴い、自転車の交通ルールを周知していく必要がある。

加えて、近年、豪雨等による災害の被害は、全国的に頻発化、激甚化の傾

向にあるほか、近い将来には、南海トラフ巨大地震の発生も懸念されており、

こうした大規模災害への備えや、ローン・オフェンダー等によるものも含め、

テロ等違法事案の未然防止対策等、取り組むべき課題は山積している。

このような各種課題に対処するためには、県民や関係機関との連携をより

強固にした上で、総合的な犯罪防止対策、こども・女性・高齢者等の安全確

保、交通死亡・重傷事故抑止対策、悪質・重要犯罪等の徹底検挙、匿名・流

動型犯罪グループ及び暴力団等組織犯罪対策、災害やテロ等緊急事態及び情

勢に応じた警備諸対策を推進することが重要である。

さらに、少子高齢化の進展や働き方の多様化等、社会情勢の変化に対応し

た組織運営の推進に努めなければならない。

大分県警察は、これらの情勢に的確に対処するため、県民の安全を全力で

守るという意識の下、引き続き運営方針を「県民とともに歩む力強い警察」

と定め、「日本一安全な大分」の実現に向け、組織を挙げて県民の期待と信頼

に応える力強い警察活動を展開していく。


